
役員報酬規程改正に係る手続きについて 

 

１ 法定の手続き 

 ①法人が役員の報酬等の支給基準を決定又は変更するときは、市長に届出、公表しな

ければならない。（法第 48条第 2項） 

 ②市長は、法人より届出があったときは、報酬等の支給基準を評価委員会に通知する。

（法第 49条第 1項） 

 ③評価委員会は、市長より通知を受けたときは、報酬等の支給基準が適正なものであ

るかどうかについて、市長に意見を申し出ることができる。（法第 49条第 2項） 

 

【フロー図】 

 

  基準策定・変更 

 

 

 

 

 

 

 

２ 支給基準について 

  役員の報酬等の支給基準は、国及び地方公共団体職員の給与、他の地方独立行政法

人及び民間事業の役員の報酬等、当該法人の業務実績その他の事情を考慮して定めな

ければならない。（法第 48条第 3項） 
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【地方独立行政法人法】 
第 48条 特定地方独立行政法人の役員に対する報酬及び退職手当（以下この条、次条

及び第 56条第１項において「報酬等」という。）は、その役員の業績が考慮される

ものでなければならない。 

２ 特定地方独立行政法人は、その役員に対する報酬等の支給の基準を定め、これを

設立団体の長に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更したとき

も、同様とする。 

３ 前項の報酬等の支給の基準は、国及び地方公共団体の職員の給与を参酌し、か

つ、他の特定地方独立行政法人及び民間事業の役員の報酬等、当該特定地方独立行

政法人の業務の実績及び認可中期計画の第 26条第２項第３号の人件費の見積りそ

の他の事情を考慮して定められなければならない。 

 

第 49条 設立団体の長は、前条第２項の規定による届出があったときは、その届出に

係る報酬等の支給の基準を評価委員会に通知するものとする。 

２ 評価委員会は、前項の規定による通知を受けたときは、当該通知に係る報酬等の

支給の基準が前条第３項の規定に照らして適正なものであるかどうかについて、設

立団体の長に対し、意見を申し出ることができる。 

 

第 56条 第 48条及び第 49条の規定は、一般地方独立行政法人の役員の報酬等につ

いて準用する。この場合において、第 48条第３項中「給与を参酌し、かつ」とあ

るのは「給与」と、「実績及び認可中期計画の第 26条第２項第３号の人件費の見積

り」とあるのは「実績」と読み替えるものとする。 

資料１ 

②通知 

（法第 49条第 1項） 

③意見の申し出 

（法第 49条第 2項） 

 



 
加地医第 4548 号 

令和 4年 1月 28日 

 

地方独立行政法人加古川市民病院機構評価委員会 

委員長  森 脇  正  様 

 

 

                    加古川市長  岡 田 康 裕 

                      （ 公 印 省 略 ） 

 

 

 

地方独立行政法人加古川市民病院機構役員報酬規程の改正について(通知) 

 

 

 

地方独立行政法人加古川市民病院機構より役員報酬規程の改正について、地

方独立行政法人法第 56条第１項に基づき、別添のとおり届け出がありましたの

で、同条の規定により、貴委員会に通知します。 



地方独立行政法人加古川市民病院機構役員報酬規程の一部改正について 

 

 

１ 概要 

現行の規程は、役員に対する功労金の支給が規定されているが、制度として形骸化してい

ることから、この度退職手当として任期ごとに支給する改正を行う。 

なお、退職手当の金額は、市が法人に対して行う年度実績評価や経常収支比率、役員とし

ての貢献度を総合的に勘案し、任命権者が 20パーセントの範囲内で決定する割合で増減す

ることができる。 

 

 

 

２ 退職手当の支給基準 

退職手当の額は、役員手当の月額に任期における在職期間の月数を乗じて得た額とする。 

 

区分 役員手当の月額 任期 退職手当の額 

理事長 200,000円 60カ月 12,000,000円 

副理事長 100,000円 60カ月 6,000,000円 

理事 50,000円 24カ月 1,200,000円 

 

 

 

３ 増減の判断基準 

・客観的な評価を行うため、増減割合は任命権者が決定する。 

・理事長・副理事長にあっては、任期と中期目標期間が同一であるため、中期目標期間見込

評価の結果及び経常収支比率を勘案し判断する。 

・理事については、任期中の年度実績評価及び経常収支比率を勘案し判断する。 

 

 

 

増減率 
理事長 

(任命権者：市長) 
副理事長 

(任命権者：理事長) 
理事 

(任命権者：理事長) 
見込評価 
年度評価 

経常収支比率 

+20％ 14,400,000円 7,200,000円 1,440,000円 S 106%以上 

+10％ 13,200,000円 6,600,000円 1,320,000円 A 103％以上 

±0％ 12,000,000円 6,000,000円 1,200,000円 B 97％以上 

△10％ 10,800,000円 5,400,000円 1,080,000円 C 94％以上 

△20％ 9,600,000円 4,800,000円 960,000円 D 94％未満 



 

 

地方独立行政法人加古川市民病院機構役員報酬規程（新旧対照表） 

現 行 改 正 

  

第１条～第９条 ・・・・ ＜省略＞ 

 

（退職手当） 

第10条 役員に対する退職手当は、これを支給しない。ただし、職員兼務役

員には、職種に応じて地方独立行政法人加古川市民病院機構医師職退職手当

規程または、地方独立行政法人加古川市民病院機構医療技術職、看護職、事

務職退職手当規程（以下「退職手当規程」という。）を適用し（職員から引

き続き職員兼務役員たる理事長又は副理事長となった者については、職員兼

務役員就任後も退職手当規程を適用する。）退職手当を支給するほか、職員

兼務役員、非常勤職員兼務役員又は常勤役員のうち役員としての在任中に特

に功労があった者に対しては、特別に功労金を支給することがある。 

２ 前項の功労金の支給額は、基準額を上限に当該役員の功労に応じ任命権

者が決定する。 

３ 前項に定める功労金の基準額は、役員の在籍期間の月数（任期ごとの月

数が 48月（理事にあっては 24月）を超えるときは，48月（理事にあっては

24月））に 50,000円を乗じて得た額とする。 

 

第１条～第９条 ・・・・ ＜省略＞ 

 

（退職手当） 

第10条 常勤の役員が退職又は任期満了若しくは死亡したときは、退職手当を支

給する。ただし、地方独立行政法人法（平成15年法律第118号）第17条第２項

の規定により解任されたとき（同項第１号により解任された場合を除く。）は、

当該役員に退職手当は支給しない。 

２ 職員兼務役員及び非常勤職員兼務役員の退職手当の額は、第８条に規定する

役員手当の額に地方独立行政法人加古川市民病院機構定款第10条に規定する

任期における在職期間の月数を乗じて得た額とする。 

３ 前項の規定は、常勤役員の退職手当の額の算定に準用する。この場合におい

て、同項中「役員手当の額」とあるのは「役員手当の額に相当する額」とする。 

４ 在職期間の月数は、常勤の役員に任命又は再任された日の属する月から退職

又は死亡した日の属する月までとする。ただし、一箇月未満の端数が複数ある

場合において、当該端数を合算した日数が30日以上となるときは、一箇月とす

る。 

５ 第２項及び第３項に規定する退職手当の額を定めるに当たっては、法人の経

営状況その他役員としての業務に対する貢献度等を総合的に勘案し、同項の規定

により計算した額の 100分の 20の範囲内で、任命権者が決定する割合によりこ

れを増額し又は減額することができるものとする。  

 

 

議案 8：参考資料１ 
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地方独立行政法人加古川市民病院機構役員報酬規程 

 

制定 平成23年４月１日 

 規程番号    第３号 

 

(趣旨) 

第１条 この規程は、地方独立行政法人加古川市民病院機構（以下「法人」という。）の理事長、副

理事長、理事及び監事（以下「役員」という。）の報酬等に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

 (定義) 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 職員 地方独立行政法人加古川市民病院機構職員就業規則の適用を受ける職員をいう。 

(2) 職員兼務役員 職員業務を兼務する常勤の役員をいう。 

(3) 常勤役員 常勤の役員であって、職員兼務役員及び非常勤職員兼務役員以外の者をいう。 

(4) 非常勤役員 非常勤の理事及び監事をいう。 

(5) 非常勤職員 地方独立行政法人加古川市民病院機構非常勤職員就業規則の適用を受ける職員

をいう。 

(6) 非常勤職員兼務役員 非常勤職員業務を兼務する常勤の役員をいう。 

 

(役員の報酬等) 

第３条 常勤役員には、給料、通勤手当及び業績手当を支給する。 

２ 非常勤役員には、非常勤役員手当を支給する。 

３ 職員兼務役員には、地方独立行政法人加古川市民病院機構職員給与規程（以下「給与規程」とい

う。）又は地方独立行政法人加古川市民病院機構医師給与規程（以下「医師給与規程」という。）の

規定により計算される給与のほか、役員の報酬として第8条に定める役員手当を支給する。 

４ 非常勤職員兼務役員には、地方独立行政法人加古川市民病院機構非常勤職員給与規程（以下「非

常勤職員給与規程」という。）の規定により計算される給与のほか、役員の報酬として第8条に定め

る役員手当を支給する。 

 

(報酬の支給日) 

第４条 職員兼務役員及び常勤役員の報酬の支給日は、給与規程又は医師給与規程の例による。 

２ 非常勤役員の報酬の支給日は、理事長が別に定める。 

３ 非常勤職員兼務役員の報酬の支給日は、非常勤職員給与規程の例による。 

 

(給料) 

第５条 常勤役員の給料の額は、次の各号に掲げる額とする。 

(1) 理事長 月額 900,000 円 

(2) 前号以外の者 月額 900,000 円以下で理事長が定める額 

 

 

 (常勤役員の通勤手当) 

第６条 常勤役員の通勤手当の支給額及び支給方法については、給与規程又は医師給与規程の例による。 

 

（業績手当） 

第７条 業績手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職す

る常勤役員に対して支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職又は死亡によりその職を離れた

者についても同様とする。 

２ 業績手当の額は、それぞれ前項の基準日現在(前項後段に規定する者にあっては、退職又は死亡

による離職の日現在)において同項に規定する者が受けるべき給料の月額に当該給料の月額に100

分の20を乗じて得た額を加算した額に、6月に支給する場合においては、100分の187.5、12月に支

給する場合においては、100分の202.5を乗じて得た額とする。 

３ 前項の業績手当の額を定めるに当たっては、地方独立行政法人加古川市民病院機構評価委員会が
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行う業績評価の結果、法人の経営状況その他役員としての業務に対する貢献度等を総合的に勘案す

るものとし、同項の規定による業績手当の額の100分の20の範囲内で、理事会で決定する割合によ

りこれを増額し又は減額することができるものとする。 

４ 前３項に定めるもののほか、業績手当の支給方法については給与規程に定める期末手当の例による。 

 

（役員手当） 

第８条 職員兼務役員及び非常勤職員兼務役員の役員手当の額は、次の各号に掲げる額とする。 

(1) 理事長 月額 200,000円 

(2) 副理事長 月額 100,000円 

(3) 理事 月額 50,000円 

 

(非常勤役員の報酬) 

第９条 非常勤役員手当の額は、日額 30,000円とする。 

２ 非常勤の役員には、前項に定める額のほか、当該役員の勤務日数に応じ、通勤に要する費用の相

当額を支給する。 

 

（退職手当） 

第10条 常勤の役員が退職又は任期満了若しくは死亡したときは、退職手当を支給する。ただし、地

方独立行政法人法（平成15年法律第118号）第17条第２項の規定により解任されたとき（同項第１

号により解任された場合を除く。）は、当該役員に退職手当は支給しない。 

２ 職員兼務役員及び非常勤職員兼務役員の退職手当の額は、第８条に規定する役員手当の額に地方

独立行政法人加古川市民病院機構定款第10条に規定する任期における在職期間の月数を乗じて得た額

とする。 

３ 前項の規定は、常勤役員の退職手当の額の算定に準用する。この場合において、同項中「役員手

当の額」とあるのは「役員手当の額に相当する額」とする。 

４ 在職期間の月数は、常勤の役員に任命又は再任された日の属する月から退職又は死亡した日の属する

月までとする。ただし、一箇月未満の端数が複数ある場合において、当該端数を合算した日数が30

日以上となるときは、一箇月とする。 

５ 第２項及び第３項に規定する退職手当の額を定めるに当たっては、法人の経営状況その他役員と

しての業務に対する貢献度等を総合的に勘案し、同項の規定により計算した額の100分の20の範囲

内で、任命権者が決定する割合によりこれを増額し又は減額することができるものとする。 

 

（旅費） 

第11条 役員が職務のため旅行したときは、旅費を支給する。 

２ 前項の旅費の額及び支給方法については、地方独立行政法人加古川市民病院機構旅費規程の定め

るところによる。 

 

(準用) 

第12条 この規程に定めるもののほか、役員の報酬の支給方法については、職員又は非常勤職員の例

による。 

 

(補則) 

第13条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が定める。 

 

（制定及び改廃） 

第14条 この規程の制定及び改廃は、理事会の決裁による。 

 

附 則 

この規程は、平成23年４月１日から施行する。 

 

   附 則（平成 23年規程第 59号） 

この規程は、平成 24年４月１日から施行する。 

 



地方独立行政法人加古川市民病院機構役員報酬規程 

3 

   附 則（平成 24年規程第 10号） 

この規程は、平成 25年 4月 1日から施行する。 

 

 

   附 則 

この規程は、平成 27年 10月 1日から施行する。 

 

附 則 

（施行期日）  

１ この規程は、2022年4月1日（以下「施行日」という。）から施行する。 

（経過措置） 

２ 施行日前に任命された常勤の役員が、退職又は任期満了若しくは死亡した場合における第10条第

３項に規定する在職期間は、施行日から起算するものとする。 

 



○地方独立行政法人病院 役員退職手当について

対象団体：主に400床以上の地方独立行政法人
退職手当制度あり 12団体・退職手当制度なし 13団体

No 団体名 病床数 備考

1 大阪府立病院機構 2,627 ×

2 神奈川県立病院機構 1,692 ○ （増減あり） 退職手当は任期ごとに支給

3 神戸市民病院機構 1,641 ×

4 大阪市民病院機構 1,326 ○ （増減あり） 退職手当は在職期間で支払

5 静岡県立病院機構 1,271 ×

6 長野県立病院機構 923 ×

7 山形県・酒田市病院機構 748 ×

8 山口県立病院機構 684 ○ （増減なし） 退職手当は在職期間で支払

9 山梨県立病院機構 644 ○ （増減なし） 退職手当は任期ごとに支給

10 宮城県立病院機構 641 ×

11 京都市立病院機構 615 ○ （増減あり） 退職手当は任期ごとに支給

12 佐世保市総合医療センター 594 ○ （増減なし） 退職手当は在職期間で支払

13 市立東大阪医療センター 547 ×

14 長崎市立病院機構 513 ○ （増減なし） 退職手当は在職期間で支払

15 静岡市立静岡病院 506 ×

16 堺市立病院機構 487 ×

17 秋田県立病院機構 484 ×

18 那覇市立病院 470 ○ （増減あり）
理事長のみ退職手当あり
退職手当の上限月数は48ヵ月

19 岡山市立総合医療センター 460 ○ （増減あり） 退職手当は任期ごとに支給

20 市立秋田総合病院 456 ×

21 佐賀県医療センター好生館 450 ×

22 福岡市立病院機構 443 ○ （増減なし）
退職手当は在職期間で支払
退職手当の上限月数は48ヵ月

23 三重県立総合医療センター 443 ○ （増減あり） 退職手当は任期ごとに支給

24 市立吹田市民病院 431 ×

25 長野市民病院 400 ○ （増減あり） 退職手当は在職期間で支払

退職手当




